
平群町 地域公共交通総合連携計画の概要 

 

１．経緯 

平成 23 年 3 月 30 日作成 

平成 23 年 3 月 31 日公表 

 

２．平群町地域公共交通総合連携計画の区域 

平群町全域 

 

３．平群町地域公共交通総合連携計画に関する基本方針 

 

基本方針１ 

誰もが自由に移動できる公共交通ネットワークの構築 

 

基本方針２ 

利用しやすい公共交通の実現 

 

基本方針３ 

地域住民・企業、公共交通事業者、行政の協働による持続可能な仕組みづくり 

 

４．平群町地域公共交通総合連携計画の目標 

 

目標１：公共交通空白地域の解消 

目標２：情報発信・利便性向上・利用啓発活動による公共交通利用者数の増加 

目標３：交通結節点における連結機能を強化し、スムーズな移動の実現 

目標４：持続可能な公共交通の実現 

 

５．事業の概要及び事業の実施主体 

（１）現在の公共交通の見直しに関する事業 

・町コミュニティバス運行計画の見直し 

 実施主体：平群町 

 

（２）休日運行に関する事業 

・町コミュニティバスの休日運行 

 実施主体：平群町 

 

（３）タクシーの活用に関する事業 

・平群町福祉タクシーの活用 

 実施主体：平群町、タクシー事業者 

  ・乗合タクシーの導入 

 実施主体：平群町、タクシー事業者 

  ・子育てタクシーの活用 

 実施主体：平群町、タクシー事業者 



（４）公共交通を知ってもらう取り組みに関する事業 

・ホームページの相互リンクの実施 

 実施主体：平群町 

 

（５）公共交通を知ってもらう取り組み 

・QR コード整備による情報提供の実施 

 実施主体：平群町 

 ・公共交通に関する情報を掲載したチラシ、ポスターの作成  

実施主体：平群町、鉄道事業者、バス事業者、タクシー事業者 

・平群町広報の活用 

 実施主体：平群町 

  ・公共交通イベントの実施  

実施主体：平群町、鉄道事業者、バス事業者、タクシー事業者 

  ・町コミュニティバス車両、停留所デザインの一新 

 実施主体：平群町 

 

（６）公共交通に乗ってもらう取り組みに関する事業 

・お得な乗車券の導入（紙式） 

 実施主体：平群町、バス事業者 

・乗り継ぎ料金の設定 

 実施主体：平群町、バス事業者 

 

（７）町民意識啓発の取り組み 

・ノーマイカーデーの実施 

 実施主体：平群町、バス事業者 

 

（８）公共交通の連結強化・乗り継ぎ利便性の向上に関する事業 

・交通結節点におけるダイヤ調整の実施 

 実施主体：平群町、バス事業者 

 ・キス&ライドの実施 

 実施主体：平群町 

 ・交通結節点（駅）におけるバス停位置の変更 

 実施主体：平群町、バス事業者 

 ・交通結節点（駅）における乗り継ぎ情報の充実 

 実施主体：平群町、鉄道事業者、バス事業者、タクシー事業者 

  

（９）財源の確保に関する事業 

・広告による収入の確保 実施主体：平群町 

 



６．計画期間 

 平成 23 年度～平成 26 年度 

 

７．法第 6 条に定める協議会の有無 

有 

設 立：平成 22 年 3 月 19 日 

名 称：平群町地域公共交通会議 

構成員：別添資料参照 

 

８．法第 5 条第 6 項に定められている関係者との協議 

第 1 回平群町地域公共交通会議：平成 22 年 5 月 31 日 

第 2 回平群町地域公共交通会議：平成 22 年 8 月 4 日 

第 3 回平群町地域公共交通会議：平成 22 年 10 月 15 日 

第 4 回平群町地域公共交通会議：平成 22 年 12 月 24 日 

第 5 回平群町地域公共交通会議：平成 23 年 2 月 17 日 

第 6 回平群町地域公共交通会議：平成 23 年 3 月 30 日 

 

９．法第 5 条第 5 項に定められている利用者意見の反映 

（１）平群町地域公共交通会議に以下の団体からメンバーが参画し、6 回にわたって協議会

で議論を行った。 

・平群町自治連合会 

・平群町長寿会連合会 

・平群町連合 PTA 

・特定非営利法人信貴山観光協会 

・鳴川観光協会 

・（社）平群町社会福祉協議会 

・平群町身体障害者福祉会 

・平群町婦人会 

・平群町ボランティア連絡協議会 

（２）平群町住民に対して、公共交通に関するアンケート、ヒアリング調査を実施した。 

・アンケート 

平群町全世帯 7,675 世帯に配布 

実施期間：平成 22 年 8 月 26 日～平成 22 年 9 月 26 日 

・ヒアリング調査 

コミュニティバス利用者、コミュニティバス非利用者、平群町内の主な観光施設利用

者（信貴山、千光寺）に対し、ヒアリング調査を実施した。 

実施日：平成 22 年 9 月 24・26 日 

 

１０．その他 

法第 7 条による提案の有無：無 


